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小田川流域における水害予防組合の活動

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
本日はお忙しい中、お越しいただき、ありがとうございます。私は今年3月まで岡山大学文学部におりまして、専門は地理学です。私は地形と洪水との関係や洪水に対する人々の対応といったことに興味があります。10数年前に 旧真備町の水害予防組合の資料を見ることができて、岡山県では大変珍しいものと感じ、少し調べてみたことを本日お話させていただきます。




小田川の位置  （岡山県河川課資料より）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
岡山県は北から南に標高が低くなる地形ですので、県内の河川は大部分が南北に流れていますが、例外的に東西に流れる河川があります。この東西に流れる河川は、地形の関係で勾配がきわめて緩やかになり、氾濫しやすくなります。こういう河川の代表が西の小田川とこの図には書かれていませんが、東の瀬戸内市を流れる干田川、千町川です。どちらもしばしば水害の起きる河川です。小田川の場合、高梁川本川に合流する付近の旧真備町の小田川7.9㎞分は1㎞行っても66㎝程度しか標高が上がらないような勾配であり、これが氾濫の第1の原因です。



高梁川と小田川  （岡山河川事務所資料より転載 ）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
こちらは小田川と高梁川の河床の高さを赤でハイウォーターを青で示した岡山河川事務所さんの図です。小田川の河底は高梁川より低く、しかも勾配が緩やかであることがわかります。当然、増水して水位が高くなった状態でも高梁川の水位が何ｍも高くなる訳ですから、高梁川から小田川への逆流が容易に起こることがわかります。こうした高梁川からの逆流が小田川の水害を大きくしてきました。



天井川としての小田川支川  
（旧真備町付近の地形分類図）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　そのほかに、小田川に合流する旧真備町の支川は川底が周囲より高くなった天井川の形態になっています。これは小田川本川の川底より支川の川底の方がはるかに高い状態ですから、これも水害の原因になります。図は旧真備町の一部の地形を示していますが、末政川や高馬川の部分が黄色にぬられていて、この部分が周囲より明らかになっているすなわち天井川の状態を示しています。少し横道にそれますが、この地域の天井川は高梁川が増水して小田川に逆流し、さらに小田川から支川へ水がさかのぼることで形成される珍しいタイプの天井川です。



天井川の形成（滋賀県資料による）

洪水常習河川の対策 河床の土砂はどこから？

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　地形のおさらいで恐縮ですが、一般的に天井川というのは上流から流されてくる土砂が大変多くて、洪水をおこすため、人々が川底をさらって川の両岸に積み上げ、しばらくはこれで洪水がおさまります。しかし、上流からの土砂が多いため、また川底に堆積して川が浅くなって洪水がおこる。しかたなく、また川底をさらって両岸に積み上げます。それでも人間が川底をさらう量は上流から流れて来て堆積する土砂の量の一部にしかすぎないため、こうした努力を重ねているうちに、堤防が高くなり、川底もどんどん高くなって天井川となります。実際、滋賀県の草津では天井川の川底を下をトンネルで鉄道が通っています。



児島半島の天井川

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　では、岡山県の天井川はすべて真備地区のようになでき方かというと、そんなことはなく、他の地区ではただ今お話しましたような上流からの土砂の堆積量が多いことによって形成されます。この図はあつがわとかみやうらがわ等の天井川がみられます児島半島の北部岡山市南区阿津から宮浦を示しています。黄色の部分が周囲より高い天井川の状態を示しています。そして,天井川形成の元手となる土砂が山麓にたまった沖積錘や山から河川が運び出した土砂が堆積した扇状地がみられます。





高梁川からの逆流による土砂堆積
 小田川支川と児島半島の天井川との違い

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　次に、真備地区の天井川と児島半島の天井川について、堆積している土砂を採取してふるいにかけ、大きさをはかってみました。単位のファイというのは土砂の粒の大きさを示すもので、数値が小さくなるほど大きな粒になり、数値が大きくなるほど粒が細かくなります。 児島半島にある阿津川（あつがわ）の青色のグラフは土砂の粒径が大きい（極粗粒砂）のに対して、グラフが下側にある真備地区の河川ピンクと黄色は、粒径が小さい(粗粒砂から細粒砂）ことを表しています。すなわち、小田川支川の天井川は、山から運びこまれた粒の大きい土砂ではなく、小田川の逆流によってもたらされた細かい砂であることがわかる。したがって、小田川支川の天井川の存在は、小田川からの逆流がいかに多くの災害をもたらしたかを示すものといえます。



小田川下流部(旧真備町）の洪水

明治26年の洪水状況 昭和51年の洪水状況

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　これまで申し上げましたように、小田川は勾配が緩い上に、合流する支川が天井川であり、高梁川が増水すると小田川に逆流して洪水にもなります。左側に示しました歴史上、最大級の洪水である、明治26年10月の大洪水では、小田川自身の決壊に加えて高梁川も決壊して、その水が小田川流域に流入したため、大被害となった。たとえば、旧山陽道の宿場町である川辺では、高梁川の決壊による水の直撃を受け、おそらく211戸ほどあったとされる家屋のうち182戸が流失し、流失した家屋の一部は瀬戸内海に入って一部は塩飽諸島や丸亀にも達した記録されています。その後、県や国によってさまざまな河川工事が行われてきた訳ですが、右側に示したように、昭和51年においてさえも高梁川の堤防が破堤することはなくて、小田川自身の水害と内水氾濫によってまだまだ大きな浸水被害を受ける状態でした。これは今までお話ししてきました小田川をとりまく自然条件（地形や河川の勾配などのことです）があまりにも洪水をおこしやすい条件であるため、抜本的な改善策がなかったということです。




小田川下流部の治水対策

かぐら土手(囲堤 ） 堀潰れ

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　もちろん、小田川流域に住む人々は、これまでに様々な治水策を講じてきました。たとえば、左に示しましたかぐら土手という（囲堤（いてい、かこいつつみ）の一種で、岐阜県の南部に典型的にみられる輪中のように）集落の周囲を囲む堤防です。（この堤防は中小の洪水では効果を発揮しますが、明治26年のような大洪水では突破されます。）それから、小田川下流域には湿地帯が多かったですので、水田はそのままでは水につかってしまうため、土砂をほりあげて高くしたところに田をつくる堀上田にしていました。堀上田を作る際の土砂をとったところが堀潰れという水路になって残っていました。



小田川下流部の治水対策
潜水橋、「小さな橋の博物館」

 （ウェブ版より転載）観月橋 陸閘

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　その他、堅固な橋は水をせき止めてしまいますので、潜水橋とか潜り橋とか、流れ橋とかいわれる、増水すると水没し、さらに増水すると流される橋がありました。左の矢掛町の観月橋は岡山県最大の流れ橋です。さらに、陸閘というのは、小田川から支川へ水が逆流して支川沿いに氾濫して被害を及ぼすのを防ぐために、支川の両側の堤防の間に昔は板、その後は鉄板をはさみこんでふさぐものです。



日本の水害常習地に組織された  
水害予防組合という組織

• 水害予防組合法に基づき、水害常習地に設
 立された公法人、国や府県と密接に連携して
 、治水事業を推進

• 区域内の土地や家屋の所有者はすべて組合
 員となり、組合費を賦課される、組合費は租

 税に準じて徴収される

• 組合費により水害予防活動を行う

• 組合管理者は郡長や市町村長、組合の設立
 と改廃は知事の許可が必要

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　さて、近代の日本には府や県と密接に連携して地域住民が治水事業を推進するための水害予防組合という組織が北海道を除く全国に作られました。組合は水害常習地に設立され、設立には知事の許可が必要です。許可された地域内に土地や家屋を所有する人はすべて強制的に組合員となり、組合費が賦課されます。この組合費は租税に準じて徴収され、市町村役場内に置かれた組合事務局で管理されます。そして、この組合費によって治水事業を行います。現在でこそ、治水は国や県、市町村の仕事ですが、明治になった日本では国や県にそれほどのお金がなく、治水事業も地元にある程度の負担をしてもらわないとできない状態でした。そこで確実に地元に負担を行わせるために、公的な組合を設けて、強制的に費用を集めたと考えられます。



直轄河川改修工事の進展

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
では、すべての河川が治水事業を行う際に、地元負担が必要だったかというとそうではなく、当時の内務省が直轄で工事をする、すなわち国が主導して、国や県が全額費用負担して行う事業もありました。これは1912年（明治45年大正元年）と1942年（昭和17年）の、地元負担のない工事が行われた河川を示しています。現在では国が維持管理している1級河川のうち、とりわけ大きな河川で重要度の高い河川において工事がされていることがわかります。岡山だと、1942年になってもいわゆる三大河川の下流部しか該当しません。



1912年における水害予防組合の分布

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　国が直轄で工事を行わない河川、あるいは直轄の工事が実施されたとしてもまだまだ治水に苦慮する地域では水害予防組合が作られました。これは1912年（明治45年）のおそらく水害予防組合数が最大級に多かったと思われる頃の組合の分布です。北海道を除いて、おそらく700くらいの組合があります。大きな河川が集まる新潟県や岐阜県は組合の数が多いです。それに対して瀬戸内海沿岸の中国地方はほとんど空白域です。



新潟県国府川水害予防組合の事例

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　具体的に水害予防組合とはどのような活動をしていたのか、タイプの違う２つの事例をあげて、簡単に説明します。まず、新潟県佐渡島の真ん中を流れる国府川(こくふがわ、こうのがわともいう）の例です、佐渡島は南北に大きな山脈があり、真ん中のくぼんだところが国中平野という平野（150平方キロ、15000ヘクタール）です、その平野を流れる河川が国府川です。ひじょうに多くの支川が両方の山から合流し、本川は低いところを流れていますので、勾配の大きい多くの支川から勾配の緩い本川に水が入り、本川はよく洪水をおこします。この河川の大きさは、流長が19キロ、流域面積が約176平方キロで、小田川と比べても小さな河川。小田川は流長40キロ、流域面積492平方キロ。



国府川流域の洪水状況

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　洪水になると本川沿いの低地はよく浸水し、大きな洪水になると黄色の範囲のようにほとんど低地が浸水する状態になります。しかも、河口付近には大きな砂丘がありますので、排水が悪くなっています。（そのため、洪水の被害の大きなところは多くの支川が合流して、本川も大きくカーブする上流部と排水の悪い下流部になります。）しかし、特に人口や資産が集中している地域でもないため、当然ながら国直轄の河川改修は行われませんでした。ちなみに現在でも佐渡全体が佐渡市になっているが、人口は約6万ほど。



国府川流域の戦後の主要洪水

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　それでも、新潟県の工事実施計画の基準となった洪水である1961年の洪水では、約2000ヘクタールが浸水し、床上床下浸水家屋が2400戸以上出ています。（現在の新潟県の河川整備計画でも70年に1度発生する規模の洪水が対象洪水であるが、おそらく1961年の洪水ではないかと思われる。）



国府川水害予防組合区域

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　そこで、この地域の人々は、過去の洪水の水害の状況を勘案して、しばしば浸水被害を受ける黄色の範囲に水害予防組合を結成しました。（もちろん、水害常習のこの地域では、近世においても佐渡奉行所の下で、治水事業を行う組合がありましたが、）近代における水害予防組合は、1921年から43年に実施された県の国府川改修工事において、地元負担金を確実に提供するために作られたと考えられます。組合区域の面積は473ヘクタールくらいで、組合員数は約1300人です。



国府川水害予防組合の区域別組  
合費負担割合と面積割合

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　水害予防組合区域は４つの地区に区分され、水害の程度の最も大きく、面積定期にも大半を占める甲地区が大きな負担をする決まりで、次は河口に近く、砂丘で閉塞されて湛水しやすい乙地区がその次になっていました。おおむねどこの水害予防組合でも、水害の程度の大きい地区ほど高い組合費を支払う決まりになっていました。



国府川河川工事(戦前）と地元負担

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　では問題の県の改修工事とは表が見にくくて恐縮ですが、大正時代の4年間くらいに実施された工事で、総費用は当時の金額で22万4495円です。このうち工事の内容によっても違いますが、20～30％が地元負担で、地元負担金の総額は7万1095円、単純計算して工事費の約３２％分です。当時の金額が現在のどれほどかはよくわかりませんが、白米10キロが当時2円ほどで現在は3500~3600円くらいでしょうか。これで考えると1800倍くらいになり、総工事費は4億円くらい、地元負担金は1億2600万くらいになります。ただ、文献によってはその当時の貨幣価値は1万倍すると現在の価値になると書いてあります。これだと総工事費は22億円くらい、地元負担金は７億くらいになります。



国府川水害予防組合による  
地元負担金の返済

• 毎年16円から3000円を返済

• 総返済額は65366円43銭(負債総額の９２％）

• 最終的に負債額は65366円42銭に減額され
 たので、完済となる。

• 1926年度から1947年度までの22年間で返済

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　この地元負担金を22年間で返済していきました。地元負担金が7億円くらいだとすれば、組合員数が1300人ですから単純に割っても1人当たり54万円ほど、負担金が１億３千円くらいとすると単純に１人10万円ほどです。しかし、実際には地区毎の負担率が大きく異なっていますので、高い地区の組合員は少なくても何十万円の負担ということになります。（先程申し上げましたように甲地区がきわめて高い組合費の地区の組合員は最大の年度で130～140万円になるかもしれません。）いずれにしてもまだ貧しい時代の日本の農民がこれだけの負担をするというのは大変なことだったと思います。



木曽三川下流の輪中

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　次に、佐渡の事例とはまた違う働きをした水害予防組合もありました。それは、県営工事の工事を分担するのではなく、いわゆる水防活動を継続的に行う組合です。それが典型的にみられたのは木曽川、長良川、揖斐川の3川が集まってくる岐阜県南部のあたりです。この地域には真備地区のかぐら土手のもっと大規模な堤防が地区をぐるりと囲み輪中という組織が作られていました。右側に示したのは左の上の方にある岐阜県大垣の大垣輪中を拡大したものです。大垣輪中は全体が輪中であるとともに、その中も堤防で囲まれた小さな輪中になっている複合輪中という構造です。特に外側を囲む外堤という堤防は揖斐川に接していることもあり、特に大きな堤防です。こうした主な輪中毎に水害予防組合が作られていました。



輪中における近世の水防組織と  
近代の水害予防組合組織

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　輪中の水害予防組合というのは実は近世に働きとしては同じ水防活動をする水防組という組織が元になっている。左側に示した大垣輪中の近世の水防組織は、外堤が２～３キロ毎に区分された丁場からなっています。丁場毎に大垣藩の武士が１名づつ責任者としての堤奉行に命じられ、その下に足軽がいて、その下には庄屋などの村役人がその下には一般の住民の男性がすべて名指しで決められています。水位が一定に達すると担当者が集められ、水防活動を行います。そして、ここの横目とか人夫改めいう役の人がいます。この人たちはさぼっている人や来なかった人をチェックする係です。ですから輪中では16歳以上の男はどこかの堤防の係に張り付けられていて、増水してきたときにはかならず水防活動に従事しました。水防活動の費用は一律の賦課で住民から徴収されていました。それが右側の近代(今村輪中水害予防組合）になりますと、武士はいなくてその地区の村長とか区長とかいう人の下に、近世よりもう少し班分けが細かくなって、やはり住民が張り付けられています。こうした水害予防組合の組合費は一律で、それで水防資材の購入等を行っていました。佐渡の場合と輪中の場合の２つのタイプの水害予防組合のお話をしましたが、真備地区の水害予防組合はこれら２つのタイプを合わせた感じです。



岡山県の水害予防組合(1942年）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　岡山県にも水害予防組合はありましたが、数的にはごくごく少数で何百という組合があった県から比べると活動は活発とはいえません。それでも1942年当時で７つの組合の存在が知られ、そのうち５つが小田川流域です。ですから岡山で水害予防組合といったら小田川流域だと言えます。



真備町における水害予防組合

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　旧真備町には1970年代の頃にはこのように、４つの組合が存在しました。これらの組合についてはほとんど資料が残っておらず、1970年代の解散時の様子しかわかりませんが、わかる限りのことをお話いたします。



岡山県吉備郡川辺村外二ケ村地内四ケ村水害予防組合

• 1897年設立、1945年：吉備郡川辺村外二ケ村地内三
 ケ村水害予防組合、1951年：吉備郡大備村外一ケ村
 水害予防組合､1952年：真備町東水害予防組合、

 1974年：解散、

• 1942年組合面積244町(末政川より東から高梁川まで
 の間の地区）、組合員546人

• 反別賦課：１～４等級(岡田、辻田、川辺、有井）

• 目的：小田川と末政川による水害の防御および悪水
 樋管の保護・修繕（1972年時では、末政川東堤防の保

 護・修繕、悪水樋管の保護・修繕、悪水溝の浚渫・改
 良・修繕）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　まず、もっとも東の高梁川と末政川の間の244ヘクタールの地区を区域とした川辺地区を中心とした組合ですが、この組合は1897年に設立され、町村合併にしたがって名称を変更し、74年に解散しました。具体的な活動内容については、目的に書かれている以上にはわかりませんものの、小田川が国の管理となる以前では小田川と末政川両方の水害防御活動を行っていたと思われます。　



岡山県吉備郡箭田村外二ケ村地内三ケ村水害予防組合

• 1897年設立、1952年：真備町西水害予防組合、1974年：解散

• 1942年時の組合面積136.37町、組合員75人

• 組合区域：末政川右岸堤防より高馬川左岸堤防までの小田
 川左岸地区、ただし、1952年に高馬川右岸から内山谷川の
 左岸堤防までの小田川左岸側地区となる(1953年組合区域
 177ha,

 
1968年の組合員340人）

• 目的：小田川と小田川支川による水害の防御および悪水樋
 管の保護・修繕

1952年の規約では、末政川右岸堤防・高馬川右左岸堤防・
 内山谷川左岸堤防の保護・改築・修繕、排水樋管の保護・改
 造・修繕、排水溝渠の浚渫・改良・修繕、中之池西堤防新設・
 保存、中之池からの排水路の浚渫・改良・修繕、組合区域の
 高馬川の浚渫・砂止め堤防修繕

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　こちらの組合は、末政川から内山谷川までの小田川左岸の地区ですが、1952年以前は、末政川から高馬川（たかまがわ）までの地区でした。また、この組合は中之池というため池関連の仕事も行っていました。この組合についてはのちに詳しく述べます。（呉妹にはかつて普通水利組合あり）



岡山県吉備郡原田耕地水害予防組合

• 1897年以降？設立、1952年：真備町原田耕
 地水害予防組合、昭和20年代？に解散

• 1942年の組合面積28.60町、組合員48人

• 反別賦課：1～２等級（常時小田川から引水
 の地区と干ばつ時のみ引水の地区）

• 目的：小田川と小田川支川による水害の防御
 および悪水樋管の保護・修繕、灌漑・排水の

 利水事業

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　この組合はいつできて、いつ解散したのか明確にはわかりません。場所としては小田川右岸で川辺村の組合の対岸のごく狭い28.6ヘクタールの小さな組合です。この組合は、水害防御活動の他に、灌漑・排水の利水事業も行っていることが特色です。



真備町西南水害予防組合

• 設立年：1956年？真備町西南水害予防組合,1974年解散

• 1968年当時の組合面積63.9ha、組合員148人

• 組合区域は旧真備町服部地区と旧倉敷市服部地区

• 反別賦課：1968～73年では均一賦課

• 目的(1968年時）組合区域内の小田川右岸堤防と支川真谷
 川右左岸堤防の保護・改築・修繕・悪水樋門の保護・改築・
 修繕、排水路の浚渫、弥高池・関屋池・八高池の堤防・用排
 水路の保護・改築

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　この組合は小田川右岸の服部地区にあった組合で、いつ設立されたのかよくわかりません。小田川と支川の水害防御活動の他に、３つのため池の維持・管理も行っています。



真備町西水害予防組合の組合区域
 (1953年頃）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
これは資料が比較的 多く残っている箭田（やた）村二ケ村水害予防組合後の真備町西水害予防組合の1953年の組合区域です。ここでは、区域を水害の程度から経験的にA～Dの４区に分け、前の年の水害実績によって賦課率を決めて組合費を徴収していた。組合費により、図の中に△で示した水防倉庫に資材を購入して主に堤防の維持管理と水防活動、排水路の維持管理と修理を行った。こうした堤防を守る水防活動の他に、支川が小田川に合流する地点に設けられている樋門の維持管理と開閉操作があり、これは経験に基づく熟練した技が必要であった。図の×しるしは増水時に水防活動を行う地点で、赤のヒは住民の避難場所です。



真備町西水害予防組合の水防活動

• 長年の経験に基づいて策定した組合の｢水防
 計画」をもつ

• ｢水防計画」には、水位の観測・通報の手順、
 増水時の出動態勢、出動場所、堤防の防御

 方法、住民の避難場所・避難経路、減水時の
 対応、水防倉庫の維持管理・使用方法等が

 示される。

• 輪中の水害予防組合と類似

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
 
　真備町西水害予防組合の水防活動は、長年の経験に基づいて作られた詳細な水防計画に基づいていることが特色である。これは先程お話した輪中地帯の水害予防組合の活動とよく似ています。真備町の他の水害予防組合がこのような水防計画をもっていたかどうかは資料がなくて不明です。



真備町西水害予防組合の賦課方式

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　この組合の賦課方式について具体的な記録は、スライドに示した1950年代のものしか残っていません。４つの地区の賦課比率や賦課金額は前年の水害状況によって変わりますが、高馬川以東地区がもっとも低く、呉妹地区が高くなっています。そして、家屋の多い高馬川以東のみ反別割に加え、家屋割がありました。組合費の総額は当時の金額で87万～170万円(現在の金額ではおよそ150万～195万くらい）、組合員1人当たりの年平均組合費は2500円～5000円(現在金額で2542円～5085円くらい）、１反当たり年平均組合費は531円～907円（現在金額でおよそ540円～922円）かと思います。なお、先程申し上げたように、これ以前の年では呉妹地区は組合区域に入っていませんでした。



真備町西水害予防組合の  
もう１つの重要な役割

• 県営小田川改修工事費の地元負担を担った
 のではないか

• 根拠１：原田耕地水害予防組合にそうした記
 録がある。

• 根拠２：原田耕地水害予防組合のみが地元
 負担を担ったとは考えにくい。

• 根拠３：他府県に地元負担を担った事例が多
 数ある。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
 真備町西水害予防組合の水防活動につきましては、素晴らしいものがありますが、おそらくこの組合が設立された頃には、先程、佐渡島の組合の例をお話ししましたように、県の河川工事に際して、費用の地元負担を行っていたと思われます。それは原田耕地組合には地元負担を行った記録が残っており、小さな原田耕地組合だけが負担を行ったとは考えにくく、また工事に際して一部分の地区だけが負担を行うというのも考えにくいからです。それと他府県では地元負担の事例が多数あるからです。



原田耕地水害予防組合の地元負担

• 1921～24年度
 

県営小田川改修事業の実施

• 組合区域内の堤防用地を組合が買収して県に無償
 提供(寄付）した

• 1922年度だけでも県に寄付した土地は1町８反６畝
 ３歩

• 当時の金額で３万2千円の起債(銀行借入）

• 1924年4月から15年間で償還

• 償還期間中の組合費の例(1926年度）

• 反別13円70銭～16円

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　では原田耕地組合の記録をみてみましょう。ここの組合では、大正時代の県の小田川改修事業に際して、堤防の用地を県に寄付するという形式をとっています。つまり、あらかじめ堤防用地となる土地を組合が買い上げています。その費用は銀行から借り入れて、15年かけて返済しています。借り入れ額は3万2千円ですから、先程の白米の値段から換算すると現在の６千万円くらいかと思いますが、1942年の記録で組合員が48人しかいない組合ですから、かなり大変な金額といえます。おそらく真備町西水害予防組合や東組合の前身の組合でも負担が行われ、その金額はもっと大きかったと思われます。




最後に

• 真備地区は県内でもっとも治水に苦慮した地
 域のひとつ

• 水害予防組合の存在は、そのことを裏付ける

• 水害予防組合の解散から38年経ち、水防活
 動の記憶が薄れる

• 小田川付替え事業が開始される今、祖先の
 努力や英知を忘れずに、今後も災害に備え
 たい

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　以上、かつて真備町に存在した水害予防組合のお話をしてきました。水害予防組合の存在はその地域が水害常習地で、治水に大変苦慮してきた地域であり、それは対策や労力だけの問題だけではなく、経済的な負担も伴ったことを示しています。現在では真備地区の小田川は国の管理となり、人々が直接、治水の仕事にかかわることはなくなりました。また、小田川の付替え事業が開始され、水害への安全度は大きく向上しますが、そのことで100％の水害が防げる訳ではありません。祖先の方々の治水への努力を忘れることなく、今後も水害に備える姿勢を大切にしていただきたいと思います。以上で拙いお話を終わらせていただきます。
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